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1. はじめに 

(1)経営戦略改定の目的 

 公共下水道は、快適で衛生的な生活環境への改善、公共用水域の水質保全のため、欠かす

ことのできない重要な都市施設です。 

 一方、公共下水道事業をはじめとする公営企業は、将来にわたって人口減少や節水型生活

様式の定着などにより、使用料収入の減少が見込まれる一方、下水道未整備区域の整備、既

存施設の老朽化や耐震化対策など継続して設備投資を行う必要があり、経営状況の悪化が

懸念されています。 

 こうした中、公営企業の中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」を企業ごとに策定

し、それに基づく計画的かつ合理的な経営を行うことにより、経営基盤の強化と財政マネジ

メントの向上を実現していくよう、国より強く求められています。同時に、経営基盤の強化

と財政マネジメントの向上のため、３年から５年毎の改定が求められています。 

 菊川市では、平成 30年度に下水道事業の経営戦略を策定し、経営の健全化に努めて参り

ましたが、前回の策定から５年が経過したことを受けて健全経営に向けた取り組みの実績

や近年の社会情勢等を踏まえ、今回下水道事業の経営戦略の改定を行いました。 

 

(2)経営戦略の位置づけ 

 本計画は、上位計画である「第３次菊川市総合計画」や「菊川市都市計画マスタープラン」

との整合を図り、下水道事業の整備等に関する投資計画を踏まえ、必要な財源を中長期的な

経営の中で適切に確保するための財政計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次菊川市総合計画 

「みどり ときめき たしかな未来」の実現 

菊川市都市計画マスタープラン 

菊川市の下水道計画 

相互に反映 

財政計画 投資計画 

下水道事業経営戦略 

・菊川市公共下水道全体計画 

・菊川市公共下水道事業計画 

・菊川市公共下水道ストックマネジメント計画 

・菊川市公共下水道総合地震対策 

菊川流域別下水道 

整備総合計画 

整合 



 

2 

 

(3)計画期間 

総務省が示す経営戦略における期間の設定については、「中長期的な視点から経営基盤の

強化に取り組むことができるように、計画期間は 10年以上を基本とする」という方針に基

づき、今回改定を行う経営戦略は、令和６年度（2024年度)から令和 15年度（2033年度)ま

での 10年間を検討対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行経営戦略 平成 30 年度（2018 年度)策定 

■計画期間 平成 31 年度（2019 年度)～平成 40 年度（2028 年度) 

経営戦略・改定版 令和５年度（2023 年度）策定 

■計画期間 令和６年度（2024 年度）～令和１５年度（2033 年度） 
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2. 事業の概要 

(1)事業の現況 

菊川市では、平成 17 年３月 31 日から公共下水道が供用開始されました。また、平成 30

年４月１日より公営企業法における財務規程を適用しています。 

 

①菊川市下水道事業の概要及び区域図（令和４年度（2022年度）末現在） 

 

 

内容

公共下水道事業、特定環境保全公共下水道

1998年度（平成10年度）

2005年（平成17年）3月31日供用開始

（供用開始後18年経過）

法適用（一部適用）

2018年（平成30年）４月１日より

目標年次 令和１０年度（2028年度）

面積
760ha

(菊川市で下水道を整備する区域面積）

全体計画人口 19,030人

全体計画

汚水量

日平均：7,500㎥/日

日最大：9,100㎥/日

目標年次 令和8年度（2026年度）

面積
429ha

(令和8年度末までに下水道を整備する区域面積）

事業計画人口 15,490人

事業計画

汚水量

日平均：5,610㎥/日

日最大：6,840㎥/日

施設
浄化センター1箇所(処理能力6,850㎥/日)

マンホールポンプ16箇所

管渠延長 約89km

供用開始面積
332.4ha

（下水道を使用することのできる区域面積）

整備率

整備面積/全体計画面積
43.7％（332.4ha÷760ha)

処理区域内人口 13,962人

人口普及率

処理区域内人口/行政人口
29.3％（13,962人÷47,582人）

水洗化人口

(下水道に接続している人口)
12,954人

水洗化率

接続人口/処理区域内人口
92.8％（12,954人÷13,962人）
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全体計画区域(760ha) 

事業計画区域(429ha) 

供用開始区域(332.4ha) 

菊川市下水道事業計画区域図 令和４年度（2022 年度）末現在 

菊川市役所 

ＪＲ菊川駅 

菊川運動公園 

堀之内小学校 

六郷小学校 

東名菊川 I.C 

文化会館アエル 
加茂小学校 

菊川警察署 

 

 

小笠高校 

内田小学校 

和田公園 
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②使用料 

菊川市下水道事業の使用料体系は下表のとおりです。 

 

表 2-1 菊川市下水道使用料・体系表 

区分 
２か月につき 

汚水量 ※使用料 

基本使用料 0～16立方メートルまで 2,112円 

従量使用料 

(1立方メートルにつき) 

16立方メートルを超え 100立方メートルまで 132円 

100立方メートルを超え 200立方メートルまで 143円 

200立方メートルを超えるもの 154円 

※消費税等相当額を含む。 

 

一般家庭(20㎥/月)の使用料について、近隣自治体との比較を行ったものを以下に示し

ます。一般的な家庭における使用水量を 20㎥/月として算定します。 

一般家庭(20㎥/月)の使用料については、全国平均よりも低く、近隣自治体と比較し同

程度となっていますが、近隣を含めた多くの自治体において使用料改定などの経営改善の

取り組みが進められています。 

 

表 2-2 （参考）一般家庭の使用料及び使用料単価 周辺自治体等との比較 

 

出典：総務省 HP_令和 3 年度地方公営企業年鑑 

        及び 各市 HP の体系表から算定(磐田市、焼津市、袋井市、御前崎市) 
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③組織 

  菊川市の下水道事業は、生活環境部下水道課が担当しており、課内には「庶務係」と「事

業係」を設置しています。 

  令和４年度（2022年度）は７人体制で対応しています。なお、令和５年度（2023年度）

からは事業量の増加に伴い８人体制となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 菊川市下水道事業・組織図 

 

④処理状況 

  菊川市下水道事業における整備面積、人口、水量等に関する動向は下表のとおりです。 

  処理区域は年々拡大しており、それに伴い、水洗化人口は増加し、有収水量及び総処理

水量も増加傾向にあります。 

  ただし、菊川市の行政人口は減少傾向にあるため、今後は人口減少及び節水型機器の普

及による水量減等への対応が必要となることが懸念されます。 

 

表 2-3 菊川市下水道事業 処理状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

47,758 47,679 47,823 47,827 47,850 48,319 48,474 48,066 47,720 47,582

公共 205 220 236 243 246 254 258 266 269 277

特環 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

合計 261 276 292 299 302 310 314 322 325 333

公共 7,967 8,350 8,871 8,988 9,742 10,192 10,188 10,590 10,746 11,098

特環 2,453 2,519 2,596 2,606 2,648 2,752 2,801 2,845 2,832 2,864

合計 10,420 10,869 11,467 11,594 12,390 12,944 12,989 13,435 13,578 13,962

公共 - 383 521 117 754 450 -4 402 156 352

特環 - 66 77 10 42 104 49 44 -13 32

合計 449 598 127 796 554 45 446 143 384

8,891 9,087 9,824 10,339 10,896 11,701 11,946 12,249 12,625 12,954

85.3% 83.6% 85.7% 89.2% 87.9% 90.4% 92.0% 91.2% 93.0% 92.8%

公共 38.9 38.0 37.6 37.0 39.6 40.1 39.5 39.8 39.9 40.1

特環 43.8 45.0 46.4 46.5 47.3 49.1 50.0 50.8 50.6 51.1

合計 39.9 39.4 39.3 38.8 41.0 41.8 41.4 41.7 41.8 41.9

年当たり（㎥） 858,563 869,540 907,711 939,456 973,269 1,004,933 1,037,501 1,084,697 1,104,361 1,118,739

日当たり（㎥） 2,352 2,382 2,487 2,567 2,666 2,753 2,842 2,964 3,026 3,065

年当たり（㎥） 914,026 932,217 964,316 993,449 1,026,436 1,074,048 1,131,105 1,183,075 1,215,249 1,238,582

日当たり（㎥） 2,504 2,554 2,642 2,714 2,812 2,943 3,099 3,232 3,329 3,393

93.9% 93.3% 94.1% 94.6% 94.8% 93.6% 91.7% 91.7% 90.9% 90.3%

0.265 0.262 0.253 0.248 0.245 0.235 0.238 0.242 0.240 0.237１人当たりの有収水量（㎥/人）

有収率

処理区域内人口

(単年度増減)

水洗化人口

水洗化率

人口密度

(人/ha)

有収水量

総処理水量

実績

項目/年度

整備面積(ha)

処理区域内人口

(累計)

行政人口（人）

生活環境部 下水道課 

庶務係 

事業係 

組織図 
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図 2-2 処理区域内人口・水洗化人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 総処理水量・有収水量 
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⑤財政状況 

a)投資状況 

直近 10年間の投資の状況を表 2-4に示します。 

菊川市下水道事業では、下水道区域の整備を推進しているため、管渠費は毎年発生してお

り、直近 10年間の管渠費は平均して約 3.2億円となっています。処理場費は処理場におけ

る改築更新事業の費用となり、単年度で大きな費用が必要となります。 

 

表 2-4 事業費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 管渠・処理場事業費 

 

 

単位：百万円

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

管渠費 227 332 502 345 218 315 270 370 243 376

処理場費 0 0 0 0 0 0 43 67 34 12

合計 227 332 502 345 218 315 313 437 277 388

項目/年度

事業費

公営企業会計 
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b)維持管理費 

直近 10年間の維持管理費を表 2-5に示します。 

維持管理費は、約 1.4 億円から約 1.8 億円の間で推移しており、近年は処理場の電気

代等の高騰により上昇傾向が見られます。令和４年度（2022 年度）では約 1.8 億円とな

っています。 

維持管理費のうち、処理場に係る維持管理費が令和４年度（2022 年度）は約 1.1 億円

と最も多く、全体の約 60％を占めています。管渠に係る維持管理費については、現在は

抑えられていますが、今後使用年数が経過するにつれ老朽化が進み、改築更新による維持

管理費が増加していくものと想定されます。 

 

表 2-5 公共下水道事業の維持管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 管渠・処理場維持管理費 

 

 

 

単位：百万円

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

維持管理費 141 149 155 151 148 184 163 150 157 179

管渠費 14 10 20 11 12 32 25 5 9 13

処理場費 81 87 84 85 81 92 90 99 103 112

その他 46 52 52 55 55 60 48 46 44 54

年度

公営企業会計 



 

10 

 

菊川市は平成 30 年度（2018 年度）に公営企業法を適用しており、平成 29 年度（2017

年度）以前の官公庁会計と会計方式が異なるため、ここからは、平成 30年度（2018年度）

以降のデータより整理を行います。 

 

c)収益的収入 

 菊川市下水道事業の収益的収入は、平成 30年度（2018年度）から令和２年度（2020年

度）まで減少傾向にあります。 

令和４年度（2022 年度）の下水道事業収益を見ると、約 5.6 億円となっています。内

訳については、他会計繰入金が約 2.4 億円で全体の約 42％を占めています。また、下水

道使用料の収入は、約 1.4億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2-6 収益的収入 

d)収益的支出 

 収益的支出に関して、収入と同様な動向を示しますが、各年度における総額は収入を上

回っている状況となっています。 

令和４年度（2022 年度）の実績を見ると、収益的支出は約 5.8 億円となっています。

そのうち、減価償却費が約 3.2 億円で約 56％と全体の半分以上を占めています。処理場

の維持管理に係る費用は約 1.1億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 収益的支出 

単位：百万円

H30 R1 R2 R3 R4

1.収益的収入 595 564 536 541 556

(1)営業収益 135 133 138 141 143

下水道使用料 135 133 138 141 143

(2)営業外収益 460 430 398 400 412

国庫補助金 12 7 0 0 3

他会計繰入金 273 250 215 230 235

長期前受金戻入 174 171 182 169 174
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単位：百万円

H30 R1 R2 R3 R4

2.収益的支出 598 569 573 552 579

(1)営業費用 516 492 496 481 511

減価償却費 334 330 314 324 324

資産減耗費 0 0 36 1 8

管渠費 32 25 5 9 13

処理場費 92 90 99 103 112

総係費 59 47 43 44 54

(2)営業外収益 81 78 76 71 67

支払利息 79 77 73 70 67

その他 2 1 3 1 0

項目
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e)資本的収入 

  資本的収入に関しては、各年度にばらつきが見られています。令和４年度（2022年度）

の資本的収入は、約 4.9億円となっています。内訳については、企業債が約 2.7億円で約

55％、次いで国庫補助金が約 1.2 億円で約 25％を占めており、この二つで資本的収入の

８割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 資本的収入 

 

f)資本的支出 

  資本的支出に関して、収入と同様な動向を示しますが、各年度における総額は収入を上

回っている状況となっています。 

令和４年度（2022 年度）の資本的支出は、約 6.3 億円となっています。内訳について

は、建設改良費は約 3.9 億円で全体の約 62％を全体の半分以上を占めており、企業債償

還金は約 2.4億円で約 38％です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 資本的支出 

 

 

 

単位：百万円

H30 R1 R2 R3 R4

3.資本的収入 362 374 529 373 487

(1)資本的収入 362 374 529 373 487

企業債 171 159 251 154 269

他会計出資金 54 71 99 102 86

国庫補助金 115 132 163 100 120

工事負担金 23 13 16 18 12
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単位：百万円

H30 R1 R2 R3 R4

4.資本的支出 508 516 649 507 625

建設改良費 315 313 437 277 388

企業債償還金 193 203 211 229 238

項目
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g)一般会計繰入金 

 菊川市下水道事業における一般会計繰入金とは、一般会計から公営企業会計の運営の

ために繰り入れられる経費です。施設に要する資本費のうち、その経営に伴う収入をもっ

て充てることができないと認められる経費（減価償却費や企業債償還利息など）は、一般

会計繰入金（市税）により賄われます。 

 菊川市下水道事業の一般会計繰入金の推移は以下に示していますが、令和４年度（2022

年度）にかけてほぼ横ばいで約 3.3億円となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 一般会計繰入金 

 

●基準内繰入金（３条）は、総務省通知における繰出基準に基づいて算定された経費に充

当する一般会計繰入金。「分流式下水道等に要する経費」に資本費の一部が該当する。 

●基準外繰入金（３条）は、繰出基準に基づかない経費に充当する一般会計繰入金。収益

的支出における人件費が該当する。 

●基準外繰入金（４条）は、繰出基準に基づかない経費に充当する一般会計繰入金。４条

における人件費と企業債償還元金の一部が該当する。 

単位：百万円

H30 R1 R2 R3 R4

一般会計繰入金 327 321 314 332 320

収益的収入 273 250 215 230 235

基準内繰入金（3条） 197 234 215 217 228

基準外繰入金（3条） 76 16 0 13 7

資本的収入 54 71 99 102 86

基準内繰入金（4条） 0 0 0 0 0

基準外繰入金（4条） 54 71 99 102 86

項目

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H30 R1 R2 R3 R4

(百万円)

基準内繰入金（3条）

基準外繰入金（3条）

基準内繰入金（4条）

基準外繰入金（4条）
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(2)経営比較分析表等を活用した現状分析 

総務省では、下水道をはじめとする公営企業の経営状況を把握するために、経営指標を

活用した経営比較分析表を公表しています。 

次頁より、各経営指標を用いた分析は、※全国平均や同規模都市平均と、菊川市下水道

事業（公共+特環）の近５ヶ年における指標値を比較することにより行います。 

※全国平均・同規模都市平均は、“下水道事業経営指標・下水道使用料の概要、総務省”の経営指標平

均値を引用、公共下水道のみの数値となっている。 

 

【経営の健全性・効率性】 

（１）経常収支比率 

 

 

（２）累積欠損金比率 

 

 

 

 

 

 

業務指標 計算式

評価基準

経常収支比率

経常収支比率は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理

費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標である。単年度

の収支が黒字であることを示す100％以上となっていることが必要であ

る。

100％以上は黒字

指標の概要

評価

経常収支比率を見ると、平成30年度以降より経常収支比率は100％に至らず赤字が続いている状況である。同規模都市平均と比べて
低い状況であり、経営改善に向けた取り組みが必要であるといえる。R4の数値はR3と比較し2.5ポイント減少しており、要因の一つと
して、資産減耗費の増が挙げられる。

99.7 99.1 

93.6 

98.1 
95.6 
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H30 R1 R2 R3 R4
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常

収
支

比
率

（％
）

菊川市 同規模都市平均 全国平均

経常収益

経常費用

×100％

業務指標 計算式

評価基準

評価

令和元年度以降、収益的収支で赤字を計上しているため、累積欠損金を計上している状況にある。

累積欠損金比率

0％が望ましい

指標の概要

累積欠損金比率は、経営収益に対する累積欠損金の状況を示す指標で
ある。

当年度未処理欠損金

営業収益―受託工事収益

4.9 9.0 

35.7 
41.8 

59.3 
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（３）流動比率 

 

 

（４）企業債残高対事業規模比率 

 

 

（５）経費回収率 

 

 

 

業務指標 計算式

評価基準

100％以上が望ましい

指標の概要

流動比率は、短期的な債務に対する支払能力を表す指標である。

流動比率

評価

流動比率は、同規模都市平均を上回っているものの、100％を下回っている状況であるから、下水道事業の運営上、経営改善を行う必
要があるといえる。R4の数値はR3と比較し9.1ポイント改善しており、要因として現金預金の増が挙げられる。

流動資産

流動負債

61.8 61.7 67.9 

59.8 
68.9 
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80

H30 R1 R2 R3 R4

流
動

比
率

（％
）

菊川市 同規模都市平均 全国平均

×100％

業務指標 計算式

評価基準

企業債残高対事業規模比率

低い方が望ましい

指標の概要

企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債の残高の割合であり、企

業債残高の規模を表す指標である。この指標については、明確な数値基準はないと

考えられているが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置かれている状

況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的説明できることが求められ

る。

評価

企業債残高対事業規模比率は、年々改善がみられるが、類似団体と比較すると高い水準となっているため、使用料水準の見直しが必要
であるといえる。

企業債現在高合計 ‐ 一般会計負担額

営業収益 ‐ 受託工事収益 ‐ 雨水処理負担金

1,657.4 

1,666.9 

1,621.5 

1,565.7 

1,556.1 
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業務指標 計算式

評価基準

経費回収率

使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかを表す指標である。数値

が100％を下回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄わ

れていることを意味するため、適正な使用料収入の確保および汚水処理費の削減が

必要である。

・高いほど良い
・100％以上が望ましい

指標の概要

評価

経費回収率は類似団体と比較し、同程度の水準といえるが、依然として使用料で回収すべき経費を一般会計からの繰入金で賄っている状況で
あるため、早期に使用料単価の見直しが必要である。

下水道使用料

汚水処理費（公費負担分を除く） 73.6 
80.8 85.1 85.2 79.9 
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（６）汚水処理原価 

 

 

（７）施設利用率 

 

 

（８）水洗化率 

 

 

 

 

 

業務指標 計算式

評価基準

汚水処理原価は、有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持

管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標である。この指標については、明確

な数値基準はないと考えられているが、経年比較や類似団体との比較等により自団体の置か

れている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的説明できることが求められ

る。

評価

令和元年度に急激に低くなり、全国平均と同程度規模になりつつ、効率的な汚水処理が行われていると判断できる。

汚水処理原価

低い方が効果的

指標の概要

汚水処理費（公費負担分を除く）

年間有収水量

182.7 

158.5 150.0 150.0 

160.4 
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×100％

業務指標 計算式

評価基準

・高い方が望ましい
・100％が目標

指標の概要

施設利用率は、施設・設備が1日に対応可能な処理能力に対する1日平均処理水量の

割合であり、施設利用状況の適正規模を判断する指標である。この指標については、

明確な数値基準はないと考えられているが、一般的には高い数値であることが望まれ

る。

施設利用率

評価

施設利用率は、類似団体と比較し、同程度となっている。管渠整備を確実に進め、施設利用率を高めていく必要がある。

晴天時一日平均処理水量

晴天時現在処理能力 43.0 45.2 47.3 
52.0 49.2 
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×100％

業務指標 計算式

評価基準

水洗化率

・100％が望ましい
・高いほど良い

指標の概要

水洗化率は、現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置し汚水処理をしてい

る人口の割合を表した指標である。この指標については、公共用水域の水質保全や、

使用料収入の増加等の観点から100％となっていることが望ましい。

評価

水洗化率を見ると、これまでは全国平均と同程度であり、100％に近い水洗化率が示されている。今後も処理区域内人口増加に伴う水洗化率
向上の取り組みを行っていく。

現在水洗便所設置済人口

現在処理区域内人口

90.4 92.0 91.2 93.0 92.8
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【老朽化の状況】 

（９）有形固定資産減価償却率 

 

 

（１０）管渠老朽化率 

 

 

（１１）管渠改善率 

 

 

業務指標 計算式

評価基準

有形固定資産減価償却率

明確な数値基準がない

指標の概要

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価
償却がどの程度進んているかを表す指標である。資産の老朽化度合を
示している。

評価

有形固定資産減価償却率は、年々増加しており、令和3年度に既に同規模都市平均とほぼ同程度の数値となっている。全国平均ほど老
朽化が進んでいなく、当面、全体的な大幅な改築等の必要性が低い状態と言えるが、今後、ストックマネジメント計画に基づき、適切に
点検、調査、修繕及び改築を行っていく必要がある。

有形固定資産減価償却累計額

有形固定資産のうち

償却対象資産の帳簿価格
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業務指標 計算式

評価基準

管渠老朽化率

明確な数値基準がない

指標の概要
管渠老朽化率は、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老

朽化度合を示している。この指標は明確な数値基準はないと考えられている。その

ため、経年比較や類似団体との比較等により、自団体の置かれている状況を把握・

分析し、適切な数値となっているか、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め対外

的に説明できることが求められる。

評価

菊川市においては平成17年３月に供用開始のため、比較的年数が経過していない。管渠老朽化率は法定耐用年数を超過していないた
め０となる。今後、ストックマネジメント計画の元に、長期的な施設状況を予測しながら、点検、調査、修繕・改築を一体的に捉えて、施設
管理していくことが望ましい。

法定耐用年数を経過した管渠延長

下水道布設延長
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業務指標 計算式

評価基準

指標の概要

管渠改善率は、当該年度に更新した管渠延長の割合を示す指標であ
る。この指標は管渠の更新ペースや状況を把握できる。

評価

管渠老朽化率も管渠老朽化率と同様に０となる。今後、ストックマネジメント計画の元に、長期的な施設状況を予測しながら、点検、調
査、修繕・改築を一体的に捉えて、施設管理していくことが望ましい。

管渠改善率

明確な数値基準がない

改善（更新・改良・維持）管渠延長

下水道布設延長
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(3)これまでの健全経営化のための取り組み 

1)民間活用の状況 

菊川市では、菊川浄化センター等の維持管理業務に、「性能発注・複数年契約」を前

提とする「包括的民間委託」を導入しており、民間企業のノウハウを活用し、維持管理

業務の効率性・経済性の向上を図っています。 

 

 

 

 

 

 

2)資産活用の状況 

菊川市では、下水道施設から発生するエネルギーの有効利用、土地・施設等における

未利用地や空間利用等については、現在は行っていません。 

なお、菊川浄化センターにおいては、脱水汚泥を肥料として利用しています。 

 

(4)将来の事業環境の把握 

①人口・水量の見通し 

1)行政人口 

行政人口は、下水道事業の上位計画である菊川流域別下水道整備総合計画(平成 25年

度策定)に基づいており、令和 35年度（2053年度）の予測は 39,800人と、現状より約

7,800人減少する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 行政人口の見通し 

 

■菊川市における包括的民間委託による維持管理業務の概要 

履行期間：令和５年４月１日～令和８年３月 31日 

対象施設：菊川浄化センター、青葉台中継ポンプ場、マンホールポンプ 15か所 

業務範囲：運転管理業務、水質管理業務、設備管理業務、環境整備業務、その他業務 
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2)処理区域内人口・水洗化人口 

菊川市では管渠整備を推進する方針であり、令和８年度（2026年度）の整備完了まで

処理区域内人口は増加しますが、その後は減少に転ずる見通しです。 

また、水洗化率については、過去の実績を維持する前提とし、93％を目標としていま

す。 

それに伴い、水洗化人口も、令和８年度（2026年度）までは増加するものの、令和９

年度以降（2027年度以降）は減少に転ずる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 処理区域人口・水洗化人口の見通し 
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10,000

15,000

20,000

25,000
(人) 処理区域内人口 水洗化人口

単位：人

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

処理区域内人口 14,628 14,978 15,330 15,262 15,194 15,127 15,059 14,991 14,923 14,855

水洗化人口 13,604 13,930 14,257 14,194 14,131 14,068 14,005 13,941 13,878 13,815

R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

処理区域内人口 14,787 14,720 14,652 14,580 14,520 14,450 14,380 14,310 14,240 14,180

水洗化人口 13,752 13,689 13,626 13,559 13,504 13,439 13,373 13,308 13,243 13,187

R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35

処理区域内人口 14,110 14,040 13,970 13,910 13,840 13,770 13,700 13,630 13,570 13,500

水洗化人口 13,122 13,057 12,992 12,936 12,871 12,806 12,741 12,676 12,620 12,555
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3)有収水量の見通し 

有収水量については、水洗化人口の動向を考慮したものとしているため、令和８年度

（2026年度）までは増加するものの、令和９年度以降（2027年度以降）は減少に転ず

る見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-13 有収水量の見通し 

②施設の見通し 

当面は、事業計画区域である 429haの整備完了を目指し、管路施設の整備を行う予定

です。（令和８年度末完了予定） 

なお、事業計画区域の整備完了後は、管路施設の整備を見合わせる方針です。 

また、処理場施設は、増設を行わず、現行の処理能力を維持する方針です。 

施設の老朽化については、平成 17年（2005年）３月の供用開始から 18年が経過して

いるため、処理場やマンホールポンプの機械・電気設備を中心に、耐用年数の経過に伴

う更新時期を迎えている施設もあり、速やかに施設の改築・更新に取り組む必要があり

ます。 

既に、国の「下水道ストックマネジメント支援事業」を活用した改築・更新事業に着

手しており、令和元年度には「菊川市下水道ストックマネジメント実施計画」を策定

し、予防保全と事業量の平準を見込んだ改築更新計画の策定を行っています。 

 

③組織の見通し 

管渠整備や改築更新を円滑に推進するため、令和５年度（2023年度）より、事業係の

職員を１名増員し、当面は現状の業務体制を維持する方針です。 
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単位：千㎥

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

有収水量 1,180 1,207 1,235 1,229 1,224 1,219 1,214 1,208 1,203 1,198

R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

有収水量 1,192 1,187 1,182 1,176 1,171 1,166 1,160 1,155 1,150 1,145

R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35

有収水量 1,139 1,134 1,128 1,124 1,118 1,113 1,107 1,102 1,097 1,092
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3. 菊川市下水道事業が抱える課題 

菊川市下水道事業が今後事業を継続していくうえでの課題としては以下の事項が挙げら

れます。 

 

課題１：管渠整備の推進 

下水道のうち、管渠整備については、「公衆衛生の向上」と「公共用水域の水質保全」

という衛生面や環境面での重要な役割を担っており、今後もその推進が求められます。 

菊川市では現在の事業計画区域の整備完了を、当面の目標としており、その速やかな達

成が、前述の衛生面や環境面の効果に結びつくものと期待されます。また、有収水量増に

伴う使用料収入増に結び付くことから、経営面での効果も期待されます。 

 

課題２：老朽化対策の実施 

菊川市の下水道事業は供用開始から 18年が経過し、当面は菊川浄化センターやマンホ

ールポンプの機械・電機設備を中心に老朽化が進むことが想定されます。 

処理場やポンプ施設を安定して運営するためには、施設の改築・更新を滞りなく進捗さ

せる必要があり、そのためには、安定した財源の確保と執行体制の維持等が必要です。 

 

課題３：健全な財政運営 

人口減少に伴う有収水量の減少により、下水道事業の貴重な財源である使用料収入は

減少することが想定されます。 

また、昨今の物価や人件費の上昇により支出の増加も懸念されます。 

このような下水道事業を取り巻く社会動向を踏まえて、支出の抑制とともに、適正な財

源のあり方を検討し、健全な財政運営を行うための施策に取り組むことが求められます。 

 

課題４：下水道を持続するための取り組み 

これからは、下水道事業を安定して運営するためには、管渠整備や改築・更新を迅速に

実施する必要があり、そのための職員等の体制の維持が必要です。 

また、今後の下水道施設の運営を効率的に行うために、民間との連携等も活用するとと

もに、新しい技術にも取り組んでいくことが求められます。 
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4. 経営の基本方針 

菊川市の下水道事業は、平成 17年（2005年）３月の供用開始以来、積極的に施設の整備

を行い、公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全という観点では、大きな貢献を行ってきま

した。 

しかしながら、今後は施設の老朽化が進み、改築更新に多大な経費を必要とすることに加

え、少子高齢化による人口減少や国・地方公共団体の財政状況等の厳しい社会情勢を踏まえ

ると、下水道事業を持続的に運営するための取り組みを求められる状況にあります。 

これらの状況を踏まえ、菊川市下水道事業では、以下の事項を経営の基本方針として位置

付けるものとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

菊川市下水道事業における経営の基本方針 
 

基本方針１：管渠整備の更なる推進 

■管路施設の整備を積極的に行い、事業計画区域の早期整備完了を目指す。これ

により、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全を図り、次世代に「きれい

な菊川」を引き継ぐ。 

 

基本方針２：老朽化対策の速やかな実施 

■菊川浄化センターの機械・電気設備、マンホールポンプを中心に、老朽化が進

む施設が発生するため、国の補助制度を活用しながら、施設の老朽化対策を推

進し、下水道事業の安定した運営を目指す。 

 

基本方針３：健全な財政運営 

■一般会計と下水道事業会計における適正な経費負担区分の原則を前提として、

支出の抑制等の経営の合理化を行いつつ、使用料改定を含めた自主財源の確保

を目指す。 

 

基本方針４：持続可能な施策への取り組み 

■「広域化・共同化・最適化」や「民間活力の活用」、「DX」、「GX」等、下水道を

持続可能とするための取り組みについては、必要に応じて導入を検討する。 
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5. 投資・財政計画（収支計画） 

(1)投資・財政計画(収支計画)の策定に当たっての説明 

①投資 

経営戦略の計画対象期間である令和６年度（2024年度）から令和 15年度（2033年

度)までの 10年間では以下のような投資を行います。 

10年間での総投資額は約 40億円を予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 投資の見通し(令和 6年度～令和 15年度) 

 

1)管渠整備 

管渠整備については、令和８年度（2026年度）に事業計画区域(429ha)内の管路施設

の整備を完了させるための事業費を今回の財政検討に見込んでいます。 

2)耐震化 

菊川市の管路施設には、所定の耐震基準を満たしていない施設が存在するため、耐震

化工事を実施する方針です。 

3)老朽化対策 

処理場施設の老朽化対策については、ストックマネジメント計画に基づき、国の支援

制度を活用した改築・更新事業に取り組みます。 

処理場施設については、機械・電気設備を中心に行います。 

また、令和９年度（2027年度）から管路施設の老朽化対策にも着手します。 

単位：百万円

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

管渠整備 511 548 584 0 0 0 0 0 0 0

耐震化 0 15 7 7 6 0 0 29 13 13

老朽化対策(処理場施設) 119 67 68 70 99 99 100 100 118 303

老朽化対策(管路施設) 0 0 11 120 120 120 120 120 120 120

人件費 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

合計 657 657 697 224 252 246 247 276 278 463
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4)人件費等 

人件費については、令和５年度（2023年度）と同じ体制を維持することを前提とした

事業費を計上しています。 

なお、人件費には人事院勧告の月例給改定率平均 0.18％の上昇を加味しています。 

②財源 

財源の設定方法は以下のとおりです。 

1)建設投資に対する財源 

国庫補助金、企業債、受益者負担金等を充当することを見込んでおり、その金額は現

行の補助制度等を前提とした計上としています。 

 

2)維持管理費や減価償却費、企業債元金償還金等に対する財源 

使用料収入や一般会計繰入金、諸収入等を見込んでいます。 

 

3)一般会計繰入金について 

総務省が定める基準に適合する経費や下水道事業の運営を補助することを目的とし

て、毎年３億円を計上しています。 

 

③投資以外の経費 

投資以外の経費の設定方法は以下のとおりです。 

1)維持管理費 

維持管理費については、過去の決算額等を参照に将来値を予測しており、将来の物価

上昇を加味しています。なお、物価上昇率については、日本銀行の「物価安定目標」で

ある消費者物価の前年比上昇率２％としています。 

人件費については、現行の体制を維持することを前提として、人事院勧告の月例給改

定率平均 0.18％の上昇を加味しています。 

 

2)企業債元利償還金 

企業債元利償還金については、償還方法、償還期間、年金利等の償還条件を、直近の

条件を参照に設定したうえで算定しています。（償還方法：元利均等、償還期間 30年、

金利 1.5％） 

 

3)減価償却費 

減価償却費については、建設投資額を基に、耐用年数を設定のうえ、将来値を算定し

ています。なお、建設投資のうち、国からの補助金や受益者負担金等を財源とする分に

ついては、長期前受金戻入として収益化し、収入に計上しています。
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(2)投資・財政計画（収支計画） 

①将来の見通し（収支改善前） 

1)収支改善前の財政検討について 

投資・財政計画を策定するのにあたって、現状の使用料体系等を維持した場合の財政

収支の見通しを検証しました。 

 

現状の使用料体系等を維持した場合について、下水道事業の内部で留保されている資

金の残高を示す内部留保資金の動向を以下のとおり整理しました。 

当面は事業運営に必要な資金を維持することは可能であり、令和 17年度（2035年

度）までは内部留保資金はプラスで推移します。 

 

人口減少に伴う使用料収入の減少及び維持管理費等のコストの増加が主たる要因とな

り、令和 18年度（2036年度）頃から運営に必要な資金を維持することができなくなり

ます。それに伴い、中長期的な観点では、財源の確保が必要となる見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 資金収支の見通し(収支改善前) 

 

また、汚水処理に要する経費に対する使用料収入の割合を示す経費回収率は 80％程度

で推移する見通しです。 

経費回収率は原則 100％以上になることが求められる指標であり、100％を下回ってい

ることは、使用料で賄うべき経費を使用料で賄えていない状況であり、収支の改善が必

要な状態であることを示しています。 
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単位：百万円

項目/年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

内部留保資金 166 166 167 168 168 158 152 140 120 100
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図 5-3 経費回収率の見通し(収支改善前) 

 

ここまでの検討結果から、菊川市下水道事業においては、経費回収率の改善が優先度

の高い課題であり、また中長期的な視野に立った、事業運営のための資金を確保するた

めの取り組みも必要であることが明らかとなりました。 

これを踏まえて、収支改善のためのシミュレーションを行っていきます。 
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単位：百万円

項目/年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経費回収率 77.7% 85.3% 85.3% 85.3% 85.3% 74.4% 79.3% 80.9% 79.5% 78.2%

使用料収入 151 154 158 157 157 156 155 155 154 153

汚水処理費 194 181 185 184 184 209 196 191 193 196
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■収支改善前の財政シミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 収益的収支の見通し(収支改善前) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-5 資本的収支の見通し(収支改善前) 
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②将来の見通し（収支改善後） 

1)収支改善後の財政検討について 

これまでの財政検討の結果からは、前述のとおり、経費回収率の改善と中長期的な資

金確保のための検討が必要です。 

そのために、今回策定する経営戦略では、下水道使用料収入の改善を行い、経費回収

率の向上を図るものとしました。 

この収支改善後の財政検討においては、経費回収率を早期に 100％とすることを目標

としながら、激変緩和措置として段階的に下水道使用料の改定を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-6 下水道使用料の見通し 

 

この改定により、２回目の改定となる令和 14年度には、経費回収率 100％を上回る見

通しとなりました。 

このような結果から、今回設定した下水道使用料の改定が収支改善のために大きな効

果があるものと期待されます。 
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■収支改善のための施策 

→下水道使用料の改定 令和 ９年度（2027年度） 改定率 17.5％ 

→下水道使用料の改定 令和 14年度（2032年度） 改定率 8.2％ 

使用料改定 

R14（2032） 改定率 8.2％ 

使用料改定 

R9（2027） 改定率 17.5％ 

単位：百万円

項目/年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

改定無し 151 154 158 157 157 156 155 155 154 153

2回改定 151 154 158 185 184 183 182 182 196 195

改定による収入増 0 0 0 28 27 27 27 27 42 42
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図 5-7 資金収支の見通し(収支改善後) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-8 経費回収率の見通し(収支改善後) 
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単位：百万円

項目/年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

内部留保資金 166 166 167 167 168 168 168 169 170 171

項目/年度 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25

内部留保資金 171 172 171 163 150 118 91 63 26 -18

単位：百万円

項目/年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

経費回収率 77.7% 85.3% 85.3% 100.0% 100.0% 87.5% 93.2% 95.0% 100.0% 99.5%

使用料収入 151 154 158 185 184 183 182 182 196 195

汚水処理費 194 181 185 185 184 209 196 191 196 196
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2)企業債の動向について 

当面は建設改良に充当するための企業債に加えて、過去の企業債の償還に充当する資

本費平準化債についても起債する方針です。 

管渠整備を推進する令和８年度（2026年度）までは多額の企業債を起債するため企業

債残高は約 53億円まで増加しますが、その後は償還額が起債額を上回るため、企業債

残高は減少に転じ、令和 15年度（2033年度）の企業債残高は約 46億円となる見通しで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-9 企業債残高等の見通し(令和 6年度～令和 15年度) 

 

  図 5-9における企業債残高等のうち、下水道事業開始の平成 10年度から令和５年度

までに借り入れた起債分についてを「既起債分残高」として、令和６年度から令和 15

年度までに借り入れる予定の起債分についてを「新規起債分残高」として下図に記しま

す。 

                                （単位：百万円） 

 

図 5-10 企業債残高等の内訳（令和 6年度～令和 15年度） 

 

 

 

 

 

項目/年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

既起債分残高 4,590 4,326 4,047 3,753 3,448 3,127 2,813 2,503 2,210 1,937

新規起債分残高 427 831 1,285 1,431 1,609 1,835 2,047 2,266 2,456 2,703

企業債残高 5,017 5,157 5,332 5,184 5,057 4,962 4,860 4,769 4,666 4,640

企業債償還金 253 264 279 294 307 326 335 345 347 338
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3)収支計画のまとめ 

収支改善のための取り組みを反映させた投資・財政計画（収支計画）を整理します。 

 

■収支改善後の財政シミュレーション結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-11 収益的収支の見通し(収支改善後) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-12 資本的収支の見通し(収支改善後) 
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(3)投資・財政計画(収支計画)に未反映の取り組みや今後検討予定の取組 

①今後の投資 

当面は、改築・更新事業に重点を置いた投資を行っていきますが、国は、維持管理と改

築・更新を一体化した官民連携方式である「ウォーターＰＰＰ」の導入促進を打ち出して

います。 

これは、民間企業のノウハウを活用し、下水道事業運営の効率化及び経済性の向上を図

るものであり、菊川市下水道事業においても、その効果や他自治体の動向等を考慮しなが

ら導入を検討します。 

 

②今後の財源 

今回経営戦略では令和９年度（2027年度）と令和 14年度（2032年度）の使用料改定を

位置付けていますが、それ以降も中長期的な観点で下水道使用料を含めた財源のあり方を

検討していきます。 

 

③投資以外の経費 

1)維持管理費における民間活力の活用 

現在、処理場の管理・運営については、包括的民間委託を導入していますが、業務の

効率性や経済性等を勘案しながら、業務対象施設や業務範囲等を適宜見直します。 

2)人件費の抑制 

下水道事業の業務を遅滞なく遂行するためには、適正な規模の業務体制が必要であ

り、将来的にも現行の職員数を維持する方針です。 

今後、改築更新事業の本格化等の要因により、業務量が増加した場合においては、民

間企業との連携等により、業務体制の効率化を図り、人件費抑制につなげる方針です。 

3)コスト縮減 

維持管理費等のコスト縮減策として、以下のような取り組みについて、その導入を検

証します。 

●菊川浄化センター・維持管理業務における業務内容等の見直し 

●予防保全型維持管理の導入によるライフサイクルコストの最適化 

●電力、資材などの調達方法の見直し 

●汚泥の有効活用推進による処分費用の削減 

4)広域化・共同化・最適化 

広域化・共同化・最適化については、県の方針に準じて、必要に応じて検討を行いま

す。また、今後、汚水処理の効率化を図るために、コミュニティープラントなどとの統

合も視野に入れています。 

5)GX(グリーントランスフォーメーション)・DX(デジタルトランスフォーメーション) 

国が推進する GXや DXに関する取り組みについて、今後、国や周辺自治体の状況を勘
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案しながら、その導入の可能性について、適宜検討を行います。 

 

【用語解説】 

①ウォーターPPP 

水道、工業用水道、下水道において、施設の維持管理と更新を一体的に委託する新た

な官民連携方式（管理・更新一体マネジメント方式）と公共施設等運営事業（コンセッ

ション方式）とを併せて「ウォーターPPP」として位置付けています。 

ウォーターPPPは「①長期契約（原則 10年）」「②性能発注」「③維持管理と更新の一

体マネジメント」「④プロフィットシェア」を要件としており、内閣府が策定した

「PPP/PFI推進アクションプラン」においては、令和４年度から令和 13年度までの 10

年間での目標として、下水道で 100件の事業化を掲げています。 

 

②GX 

地球温暖化による気候変動や自然災害に歯止めをかけることを目的として、二酸化炭

素の排出をゼロにする「カーボンニュートラル（脱炭素）」に関する取組が世界的に強

化されていますが、カーボンニュートラルの達成を目標として、経済社会システム全体

の変革をおこなうことを、グリーントランスフォーメーション（GX)といいます。 

下水道分野では、省エネ（省エネルギー設備の導入 等）、創エネ（下水汚泥の資源

利用 等）、再エネ（太陽光など再生可能エネルギーの導入 等）等が取り組む施策と

して挙げられます。 

 

③DX 

人口減少等の課題や社会経済情勢の変化に伴う新たな要請への対応を見据え、データと

デジタル技術の活用基盤を構築し、さらにこれを徹底活用することで、業務そのものや、

組織、プロセスを変革することをデジタルトランスフォーメーション（DX）といいます。 

下水道分野では、行政手続きなどのデジタル化、IoTや AIを活用した運転・管理、共通

プラットフォームなどのデータ活用環境の構築等が挙げられます。 
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6. 菊川市下水道事業の経営健全化に向けたロードマップ 

ここでは菊川市下水道事業の経営健全化に向けた、定量的な指標の目標値と、それに向

けた取り組みの内容と実施時期を整理するものです。 

 

①経営健全化に向けた目標値 

経営健全化に向けては、下表に示すとおり、「経常収支比率」「経費回収率」「水洗化

率」という３種類の指標にて、本経営戦略最終年度である令和 15年度（2033年度）での

目標値を設定しました。 

 

表 6-1 経営健全化に向けた目標値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見込値
令和5年度 令和10年度 令和15年度

70.3% 100%以上 100%以上

95.3% 105%以上 105%以上

92.8% 93%以上 93%以上

3 水洗化率
・国が掲げている10年概成に向けて、処理区域の拡張を推進する方針
です。
・処理区域の拡張に伴い、水洗化率の低下が懸念されますが、普及促
進に努め、水洗化率を現状と同程度に維持する方針です。

指標名／年度
目標

2 経常収支比率

・経常収支比率は、近年は100％を下回っており、改善が必要な状況に
ありました。
・令和９年度と令和14年度に下水道使用料の改定を行うことで経常収
支比率が100％を上回り、財務状況の健全化を図ることが可能となる見
通しです。

1 経費回収率

・経費回収率は、近年は100％を大きく下回っており、その向上を図る
ことが必要となりました。
・令和９年度と令和14年度に下水道使用料の改定を行うことにより、
経費回収率が100％を上回り、下水道使用料を適正な水準とすることが
可能となる見通しです。
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②収入増のための取り組みと実施時期 

収入増のための取り組みは、以下のとおりです。 

表 6-2 収入増のための取り組みと実施時期 

  

 

 

 

 

 

③支出抑制のための取り組み 

支出抑制のための取り組みは、以下のとおりです。 

表 6-3 支出抑制のための取り組みと実施時期 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

■ロードマップの位置づけについて 

国土交通省が管轄する社会資本整備総合交付金の交付要件として、各下水道事業に以下

のような事項を求めており、これに沿って、菊川市下水道事業においても、経費回収率の

向上等の経営健全化に向けたロードマップを策定するものです。 

 

【社会資本整備総合交付金交付要綱（令和５年９月 22日最終改正）より】 

（７）使用料改定の必要性の検証に係る要件 

公営企業会計の導入済みの地方公共団体について、令和２年度以降、少なくとも５年に

１回の頻度で、下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行い、経費回収率の向上に向

けたロードマップ（概ね 10年程度での段階的な使用料適正化や経営改善等の具体的取組、

実施予定時期及び業績目標を記載（有識者等の意見を聴いて策定されたもの））を策定し、

国土交通省へ提出するとともに、検証結果を公表していること。 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 下水道使用料の改定 ●(改定予定) ●(改定予定)

2 普及促進 ●現行の取り組みを継続

施策名

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 包括的民間委託

2
脱水汚泥の有効活用
(肥料化)

●既に導入済み・継続

3
その他の支出抑制の
ための取り組み

●国の動向や他自治体の状況等を踏まえ検討

施策名

●既に導入済み・継続

●新契約移行(R8.4- ※契約内容は適宜見直し)
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7. 経営戦略の事後検証 

経営基盤を強化し、持続可能な事業運営を行うため、PDCA サイクルを活用した経営戦略

の事後検証と見直しを行い、経営戦略の質の向上を重視した、継続的な改善を図ります。 

具体的には、５年後を目途に、今回経営戦略で位置付けた施策の実施状況、財政動向等を

分析・把握し、投資・財政計画での予測値と実績値の乖離とその要因を確認したうえで、投

資・財政計画の見直しを行います。 

また、下水道使用料についても、今後の水需要や財政状況の動向等を踏まえて、その水準

について評価・検証を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 PDCAサイクルのイメージ 

 

表 7-1 事後検証に関する実施時期 

 

 

 

 

Plan 
(計画) 

Do 
(実行) 

Check 
(検証) 

Action 
(改善) 

■経営戦略の策定 

■施策の実施 

■達成状況の点検 

■効果の検証 

■要因の分析・把握 

■未達成目標の対処 

■新たな課題・ニーズ

の把握 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

1 事後検証と見直し

施策名

(R9～R10)

●事後検証

●見直し

※次回見直し経営戦略

令和11年度～令和20年度


